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（主な改定内容） 
１．第１章 総則 
  ・第２適用範囲について、これまで第７材料検査の解説に記載されていた、

工場で素材として使用するものの内容をここに記載した。また、解説に土

木工事における材料検査と中間検査等の内容と、素材についての記載を追

記した。 
  ・第５材料検査請求書等について、材料搬入予定を記載した施工計画書等

の提出に変更した（材料搬入予定調書及び材料搬入予定内訳調書の様式は

削除）。 
  ・第６材料検査の立会いについて、解説に監督員が行う材料検査について、

夜間等に施工する場合など、監督員の立会が困難な場合は、契約の相手方

自ら確認し、報告することで立会に代えることができる場合の記載を追記

した。 
  ・第７確認による検査において、２回目以降の立会を省略することができ

る場合の記載を追記した。 
  ・第７照合による検査において、JIS 等規格品のうち認証マーク表示品の場

合は材料検査を写真等の提示に代えることができる旨を追記した。 
  ・第７書類による検査の内容を確認による検査に統合し、書類による検査

の記載を削除した。 
  ・第 13 及び第 14 を削除した。 
  ・総則全般について、内容が重複する箇所を削除し、全体的に読みやすく

した。 
 
２．第２章 手続き 
  ・第１章の次の掲載となるようページを変更した。 
  ・材料検査予定調書の作成・提出が不要となることや、材料搬入予定調書

の提出が材料の搬入予定を記載した施工計画書の提出に変更となるため、

フローを変更した。 
  ・記録の取扱いについて、部数の表記は工事情報共有システムを利用しな

い工事を想定している旨を追記した。また、材料搬入予定調書の提出を削

除し、材料の搬入予定を記載した施工計画書の提出に変更した。 
 
３．提出様式一覧表 
  ・材料検査予定調書及び材料搬入予定内訳調書を削除した。 
 
４．別表－１ 品目別の執行区分及び検査方法（土木工事） 
  ・「東京都建設局材料検査実施基準」に準ずることとした。 



５．別表－２ 品目別の執行区分及び検査方法（建築工事） 
  ・「東京都建設局材料検査実施基準」に準ずることとした。 
 
６．別表－３ 品目別の執行区分及び検査方法（設備工事） 
  ・「東京都建設局材料検査実施基準」に準ずることとした。 
 
７ 参考資料 参考－１ 
  ・材料検査に関する規定［Ⅱ］、［Ⅴ］の誤字を修正した。 
  ・材料検査実施基準の位置づけから「書類による検査」を削除した。 
 
８ 参考資料 参考－３ 
  ・令和４年４月１日改定の発番が抜けていたため、追記した。 
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第１章 総 則 

（目  的） 

 第１ この基準は、大田区検査事務規程（平成８年訓令甲第 20 号）第 23 条の規定

に基づき、都市基盤整備部において施行する工事又は製造（以下「工事等」と

いう。）に使用する材料の検査（以下「材料検査」という。）について、必要

な事項を定める。 

 

(適用範囲） 

 第２ この基準は、原則として土木工事、建築工事、設備工事等の材料検査に適用

する。 

   ２ 材料検査は、現場で使用する状態で行うものとし、工場で素材として使用

するもの（生コンクリートの骨材、セメント及びアスファルト混合物の骨材、

アスファルト等）については、配合計画書等で確認し、材料検査は行わないも

のとする。ただし、検査員及び材料検査を行う監督員（以下「検査職員」とい

う。）が必要と認める場合については、材料検査を行わなければならない。 

なお、配合計画書の提出様式については、「土木工事施工管理基準 別紙１」

を参照する。 

［解  説］ 

  １ 土木工事においては、材料品調書に掲載されている材料については材料検査を行い、積算

上、工場製作工に計上されているものは材料検査の対象外であり、中間検査等を行うもので

ある。 

  ２ 素材にはケーブル、電線、電線管等といった設備材料は含まれない。 

 

(材料検査の執行区分) 

 第３ 工事等の材料検査は、それぞれの工事等について別表１～３に定める区分に

従い、検査員又は監督員が行う。 

  ２ 別表１～３に定めのない特殊な品目の材料検査の執行区分は、検査員と監督

員が協議して定める。 

［解  説］ 

  １ 別表１～３に定めのない特殊な品目の材料検査の執行区分は、検査員と監督員が協議のう

１
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え、別表１～３に準じて定めるものとする。 

  ２ 第２項において、監督員（原則として担当監督員をいう。）が材料検査を行う場合は、原

則として次の項目に該当するものを対象とする。 

   (1) 材料の性質や工程等により、工事現場への搬入後、速やかに使用しなければならない。 

(2) ＪＩＳ等の規格品。                             

(3) 工事現場等での確認が容易なもの。 

    

（材料検査の命令） 

 第４ この基準により監督員が行う材料検査については、当該契約について監督を

命じられたときをもって、その者に検査命令があったものとする。 

［解  説］ 

   監督員に対する材料検査の命令 

    監督員に対する材料検査の命令の手続きは、別に要しないこととした。 

    大田区工事施行規定第２条第４号の規定に基づき工事の監督を命じられた者は、同時に材

料検査も命じられたものとみなすものである。 

 

（材料検査請求書等） 

 第５ 検査員は、契約の相手方から材料検査請求書（別記様式工第３号）及び材料

検査内訳書（別記様式工第 114 号）が提出されたときは、これに基づき材料検

査を行う。 

  ２ 監督員は、契約の相手方から材料の搬入予定等を記載した施工計画書等が提

出されたときは、これに基づき材料検査を行う。 

［解  説］ 

  １ 材料検査請求書等の様式は、「受注者等提出書類処理基準・同実施細目」に定めるものを

使用する。 

２ 施工計画書等に記載する搬入予定等とは、工事で使用する材料の品名、形状寸法、数量、

品質検査の方法、搬入時期等である。 

 

（材料検査の立会い） 

 第６ 材料検査の立会は、工事等の現場、工場または遠隔臨場で行う。遠隔臨場に

ついては、「大田区都市基盤整備部工事の建設現場における遠隔臨場実施要領

（試行）」によるものとする。また、材料検査を行う際には、検査職員は契約

の相手方に立会いを求めなければならない。 

  ２ 検査員は、材料検査を行うときは、原則として監督員又は工事等の主管課長

が指定する職員に立会いを求めるものとする。 

  ３ 監督員が行う材料検査については、特に必要ある場合は除き、他の職員の立

会いを要しないものとする。 

    なお、特に必要ある場合における、他の職員の立会いの要否については、工

事等の主管課長の指示による。 
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［解  説］ 

  １ 監督員が行う材料検査において、夜間等に施工する場合など、監督員の立会が困難な場合

は、契約の相手方自ら確認をし、結果を監督員に報告することで立会に代えることができる。 

 

（材料検査の方法） 

 第７ 材料検査の方法は次に掲げるとおりとする。 

  ① 品質検査 

    品質検査は、工事等に使用する材料の品質を、検査職員が東京都土木工事材

料仕様書、東京都建築工事標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書、東京

都電気設備標準仕様書、東京都電気通信設備工事標準仕様書、特記仕様書等の

規定に照らして検査するものとし、その方法は次による。 

   ア 試験を行う検査 

    外観、形状、寸法、重量、性能、品質管理上の成績表等について観測判定す

るほか、理化学的性質について試験研究機関における試験（以下「理化学試験」

という。）又は試験設備を有する製造業者等における試験を受けさせ、その試

験結果により判定する。 

   イ 確認による検査 

     外観、形状、寸法、重量、性能について、見本品（現物見本を含む。）、

カタログ、製作図、試験成績表等により観測し判定する。 

     ただし、同一工事において、同一工場で製造された同一品目の材料で、か

つ出来形等で数量確認ができるものであれば、２回目以降の立会を省略するこ

とができる。 

     なお、別表１～３に記載のない品目で理化学的性質及び製品の性能につい

て規定されていないものは確認による検査とする。 

   ウ 照合による検査 

     ＪＩＳ等の規格を証明するマークの表示又はＪＩＳ等に基づく規格証明書

を現品と照合し判定する。 

     ただし、JIS等規格品のうち認証マーク表示品の場合は、材料検査を認証番

号がわかる写真等の掲示により代えることができる。なお、その場合は、施工

計画書等に記載する材料の搬入予定に認証番号及び認証工場名を記載するこ

と。 

     また、JIS等規格品であるが、JIS等規格を証明するマークの表示がないも

の、意匠などの加工を加えたものについては、確認による検査とする。 

  ② 数量検査 

    数量検査は、工事等に使用する材料の数量を、検査職員が設計図書等に照ら

して検査するものとし、その方法は次による。 

   ア 検量による検査：使用前に直接材料を計量する。 

   イ 出来形による検査：使用後に出来形等により間接的に確認する。 

    原則として、ブロック類のように、設置後の数量の確認が容易なものについ

ては、出来形等により使用後に間接的に把握する方法（出来形による検査）と

し、杭等にように、設置後の数量の確認が困難なものについては、使用後に直

接、材料を計量する方法（検量による検査）によるものとする。 

 

３
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  ２ 各品目別の検査方法は、別表１～３に定めるとおりとする。ただし検査職員

は、別表１～３に定める方法によることが適当でないと認める場合は、検査員

（監督員が検査を行う品目については工事等の主管課長）の承諾を得て、その

方法を変更することが出来る。 

３ 別表１～３に定めのない特殊な品目の検査方法については、特記仕様書等に

定められているものを除き、検査職員の指示によるものとする。 

４ 確認による検査及び照合による検査の対象品目になっているものについて

は、量の多少を問わず原則として材料個別に試験を行う必要はないが、ＪＩＳ

等規格品との照合ができない場合、納入された材料に疑義を生じた場合及び検

査職員が必要と認める場合については、試験を行わなければならない。 

 

［解  説］ 

  １ 品質検査は「照合」を除き、検査の事前に提出し承諾された「承諾申請書」（別記様式工

第 110 号）、「監督職員資料提出届」（別記様式工第 110 号）に基づき品質検査を行うもの

とし、その様式は「受注者等提出書類基準・同実施細目」による。 

  ２ 別表１～３において以下のいずれかの条件に該当するものは、「試験による検査」とする。 

     ① 次の材料のうち、試験による検査によらなければ材料の適否を判断する 

      ことができないと認められるもの。 

      (a)  工場等で重要な材料 

      (b)  特注品 

     ② 新製品、特殊製品等で当該製品の性質、性能を判定する必要があるもの。 

     ③ 現場搬入後、監督官庁による検査が行われる材料のうち、試験が必要な 

      もの。 

  ３ 試験を行う検査において、品質管理上の成績表とは、工場、試験場等における事前検査の

試験結果記録、試験成績表、各部品の成績表等である。 

  ４ 設備工事において、別表２～３のうち、「確認」欄中の「成績」は契約の相手方から製作

図、カタログ及び製作会社等の成績表の提出を受けて、それらを基に確認するものとする。 

  ５ 設備工事において、「同一工事において、同一工場で製造された同一品目の材料の立会省

略」は性能の確認を必要としないものに限る。 

  ６ 確認による検査において、試験成績表は監督員の立会を要しないで材料の製作者等の試験

設備を利用して試験を行った結果、得られたものをいう。 

  ７ 土木工事において、確認を行う検査のうち、「土木工事施工管理基準」の品質管理基準の

対象品目、「鋼けた製作に係わる社内検査実施要領」の対象品目及び「アスファルト混合物

事前審査制度」の対象品目については、使用前に規格証明書、配合計画書等の書類を確認し

判定する。 

  ８ 土木工事において、試験を行う検査のうち、以下の条件にすべて合致する場合には検査職

員の判断により試験を省略し、確認による検査を行うことができる。 

   ・各事務所内における他の工事の材料検査において、同一年度内に行われた材料検査 

   ・同一工場で製造された同一品目の材料の検査が１回で合格 

   ただし、この場合においても検査職員が必要と認めた場合は、試験を行わなければならない。 

４ ５
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（理化学試験の手続き等） 

 第８ 検査職員は理化学試験の供試料を採取するときは、契約の相手方の立会いの

うえ行う。ただし、材料の性質上搬入後ただちに使用する材料については、契

約の相手方に採取方法を指示して行わせることができる。 

  ２ 検査職員は、採取した供試料を送付するときは、供試料に打刻又は封印をし

なければならない。 

    なお、検査員（監督員が検査を行う品目については工事等の主管課長）が必

要ないと認めた場合は、この限りでない。 

 

（技術的基準） 

 第９ 土木材料検査の技術的基準は、別表－４に示すとおりである。なお、この技術的

基準に定めのないものについては、土木材料仕様書、ＪＩＳ等の規格及び特記仕様

書等に定めるところによる。 

また、建築工事、設備工事については、東京都建築工事標準仕様書、東京都機械

設備工事標準仕様書、東京都電気設備工事標準仕様書、東京都電気通信設備工事標

準仕様書、ＪＩＳ等の規格及び特記仕様書等によるものとする。 

 

（材料検査の結果判明後の措置） 

 第 10 検査員は、材料検査を完了したときは、速やかに契約の相手及び監督員に合

否を通知し、不合格がある場合は、ただちに契約の相手方にこれを引き取らせ

なければならない。 

  ２ 監督員は、材料検査の結果、不合格品がある場合は、契約の相手方に通知し、

ただちにこれを引き取らせなければならない。 

  ３ 前項において、材料の性質上、使用後に理化学試験の結果不合格と判明した

場合又は書類による検査で使用後に不合格となることが判明した場合は、工事

等の主管課長に報告のうえ、指示を待って処理しなければならない。 

［解  説］ 

１ 契約の相手方に不合格となった材料を引き取らせる場合は、書面（指示書、善指示書及び

改善命令書）による。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示を行い、後日書面によ

り指示内容を確認するものとする。 

なお、書面の様式は、「受注者等提出書類処理基準・同実施細目」によるもとする。（「指

示書」：別記様式土第 104 号、「改善指示書」：別記様式土第 104 号の２、及び「改善命令

書」：別記様式土第 104 号の３） 

 

（材料検査の結果報告） 

 第 11 監督員は、監督員が材料検査を行う品目の材料検査が全て完了したときは、

契約の相手方に材料搬入実績調書（別記様式工第 136 号）及び材料搬入実績内

訳調書（別記様式工第 137 号）を提出させ、取りまとめのうえ工事等の主管課

長に報告する。 

  ２ 監督員は、監督員が材料検査を行う品目の材料検査について、次に掲げる各

５



 ６

号に該当する場合は、その都度、工事等の主管課長に報告する。 

   ① 使用前に不合格と認めて引取りを指示したとき。 

   ② 使用後に理化学試験の結果が不合格と判明したとき。 

   ③ 書類による検査の結果が、不合格と判明したとき。 

［解  説］ 

１ 第２項第 1 号に定める場合の報告は、その都度、工事等の主管課長に報告することとし、

第２項第２号に定める場合の報告は、試験研究機関等の発行した試験成績表等によるものと

する。 

また、第２項第 3 号に定める場合の報告は、「土木工事施工管理基準」等に基づく施工管

理の記録等によるものとする。 

 

（単価契約における材料検査） 

 第 12 単価契約における材料検査は、全て監督員が行うものとし、検査方法は、こ

の基準の別表１～３又は特記仕様書に定められているものを除き、工事等の主

管課長の指示を受ける。 

    なお、第３、第５及び第 10 の規定は適用しない。 
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材材料料検検査査のの手手続続きき 
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第２章 手続き 

１．材料検査の手続き 

  材料検査の手続きは、原則として下図に示すフローによるものとする。 

 

 

 

 

 

 

        各材料の承諾・検査 

 

            ＹＥＳ             ＮＯ 

その材料は検査員検査か？ 

 

 

 

 

  

                 

 

            ＹＥＳ             ＮＯ 

試験を行う検査か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ＹＥＳ             ＮＯ 

その材料は検査員検査か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 契 約 

材料搬入予定の確認 

承諾申請書の提出 

材料検査請求書を提出 
承諾申請書の提出 

試験を行う検査 

・試験の実施 

・試験結果の確認 

確認による検査 

照合による検査 

材料検査請求書の返却 材料搬入実績調書の提出 

工 事 完 了 

   施工計画書で、当該工事に 

・・・使用する材料の種類、数量、 

   搬入時期等を明示 

※1 

※2 監督員検査の材料について  
 全対象品目の検査が完了し  
 た段階で提出する。 

※1 各材料について必要に応 
じて、承諾申請書、監督員 
資料等を提出する。 

※2 
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２．記録の取扱い 

 

  材料検査等の書類の流れについては、原則として次のように行う。 

  なお、記載の部数については、工事情報共有システムを利用しない工事を想定している。 

 （１） 検査員が行う材料検査 

 

     （受注者）              （工事主管課）       （検査員） 

                  (２部)            (２部)  

                (１部) 

 

                                  (２部) 

 

 

 

         （注１）材料検査に必要な品質管理上の成績表、規格証明書、材料の試験成績等を 

             添付する。 

         （注２）材料検査請求書は２部提出し、工事主管課で１部保管し、もう１部は検査終了後に受

注者に返却する。 

 

 （２） 監督員が行う材料検査 

  ① 「施工計画書（材料の搬入予定等を記載したもの）」の提出 

 

      （受注者）             （工事主管課） 

            予     (１部) 

 

 

 

 

                                        

  ② 「材料搬入実績調書」の提出 

 

      （受注者）             （工事主管課） 

                  (１部) 

 

 

 

 

  

 

 

（注１） 

材料検査内訳書 

材料検査 

  請求書 

１部保管 

経 由 
材料検査の実施 

（合否を記入） 

１部保管                        

材料搬入実績 

   内訳調書 

材料搬入実績 

     調書 
１部保管 

施工計画書（材

料の搬入予定等

を記載したも

の） 

 

１部保管 

 

９
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 （３） 承諾申請書及び監督員資料の提出 

 

  ① 承諾申請書の提出 

 

 （受注者）           （工事主管課）  

                (２部)             (２部)           

                (１部) 

           

                                (２部) 

 

 

         （注１）材料検査に必要な品質管理上の成績表、規格証明書、材料の試験成績等を 

             添付する。 

         （注２）承諾申請書は２部提出し、工事主管課で１部保管し、もう１部は承諾後に受注者に返

却する。 

 

  ② 監督員資料の提出 

 

     （受注者）            （工事主管課） 

                (１部) 

 

 

 

 

 

         （注１）材料検査に必要な品質管理上の成績表、規格証明書、材料の試験成績等を 

             添付する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経 由 承 諾 

１部保管 

 

（注 1） 

（ ）承諾 

   申請書 

１部保管 

１部保管 

（注１） 

監督員資料 

   提出届 

１０ １１



 １１ 

提提  出出  様様  式式  一一  覧覧  表表  

様様    式式    名名  別別記記様様式式番番号号  頁頁  

材 料 検 査 請 求 書 工第 ３ 号 Ⅱ－24 

材 料 検 査 内 訳 書 工第 114 号 Ⅱ－25 

材 料 搬 入 実 績 調 書 工第 136 号 Ⅱ－26 

材 料 搬 入 実 績 内 訳 調 書 工第 137 号 Ⅱ－27 

承  諾  申  請  書 工第 110 号 Ⅱ－14 

監 督 員 資 料 提 出 届 工第 138 号 Ⅱ－21 

  注 書面の様式は「受注者等提出書類処理基準・同実施細目」によるものとする。 

 

１１



 １２ 

  

１２ １３



 １３ 

 

 

 

 

 

別別表表－－１１ 

 

 

 

 

品品目目別別のの執執行行区区分分及及びび検検査査方方法法 

 

 

（（土土木木工工事事）） 

 

 

 

 

※※東東京京都都建建設設局局材材料料検検査査実実施施基基準準をを準準用用すするる。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３



 １４ 

  

１４ １５



 １５ 

 

 

 

 

 

別別表表－－２２ 

 

 

 

 

品品目目別別のの執執行行区区分分及及びび検検査査方方法法 

 

 

（（建建築築工工事事）） 

 

 

 

 

※※東東京京都都建建設設局局材材料料検検査査実実施施基基準準をを準準用用すするる。。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１５



 １６ 

  

１６ １７



 １７ 

 

 

 

 

別別表表－－３３ 

 

 

 

 

品品目目別別のの執執行行区区分分及及びび検検査査方方法法 

 

 

（（設設備備工工事事）） 

 

 

 

 

 

  別表－３－１ 電気設備工事 

 

  別表－３－２ 機械設備工事 

 

  別表－３－３ 水門、排水ポンプ設備工事 

 

 

 

 

 

※※東東京京都都建建設設局局材材料料検検査査実実施施基基準準をを準準用用すするる。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１７



 １８ 

  

１８ １９



 １９ 

 

 

 

 

別別表表－－４４ 

 

 

 

 

材材料料検検査査のの技技術術的的基基準準 

 

 

（（土土木木工工事事）） 

 

 

 

 

※※東東京京都都建建設設局局材材料料検検査査実実施施基基準準をを準準用用すするる。。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１９



 ２０ 

 

２０ ２１



 ２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参参  考考  資資  料料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２１



 ２２ 

  

２２ ２３



 ２３ 

 

 

 

 

 

参参考考－－１１ 

 

 

 

 

材材料料検検査査にに関関すするる規規程程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２３



 ２４

  

２４ ２５



 ２５

材料検査に関する規程 

[[ⅠⅠ]]    地地方方自自治治法法  

        第第 223344 条条のの２２  （（契契約約のの履履行行のの確確保保）） 

 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の

職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又は

その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要があ

る場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確

認を含む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。 

 

[[ⅡⅡ]]    地地方方自自治治法法施施行行令令  

        第第 116677 条条のの 1155  （（監監督督又又はは検検査査のの方方法法）） 

２ 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕

様書及び設計書その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録を含む）に基づいて行わなければならない。 

 

[[ⅢⅢ]]    大大田田区区契契約約事事務務規規則則  

        第第 6600 条条  （（監監督督員員及及びび検検査査員員）） 

３ 監督員又は検査員は、特別の必要がある場合を除き、相互にこれを兼ね 

 ることができない。 

  

        第第 6622 条条のの２２  （（監監督督員員のの職職務務のの特特例例））  

 契約担当者等は、第 64 条第２項の規定にかかわらず、特に必要があると認

めるときは、請負契約について契約の相手方がその給付を行うために使用す

る材料の検査を監督員に行わせることができる。 

  

        第第 6644 条条  （（検検査査員員のの職職務務）） 

２ 検査員は、契約の相手方が、その給付を行うために使用する材料につい

て契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類（当該関係書類に記載すべ

き事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づき、その内容及び数量につ

いて検査を行わなければならない。 

３ 前２項の場合において必要があると認めるときは、破壊し、若しくは分 

解し、又は試験して検査を行うことができる。 

  

[[ⅣⅣ]]    大大田田区区検検査査事事務務規規程程  

        第第３３条条  （（検検査査のの種種類類）） 

(５） 材料検査  契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認 

  をするための検査 

  

  

  

２５



 ２６

        第第 2222 条条  （（材材料料検検査査）） 

 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、契約書、仕様書及び

設計書その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁

的記録を含む。）により、これらに適合した材料であるかどうかを検査し

なければならない。 

２ 検査員は、材料検査を完了した場合において、契約書、仕様書及び、

その他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録

を含む。）に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を

行うものとする。 

  

        第第 2233 条条  （（工工事事にに係係るる材材料料検検査査のの実実施施基基準準）） 

 検査員は、前条第１項の材料検査のうち工事に係わる材料検査については、

別に工事主管部長が定める材料検査の実施基準に基づき、試験、確認その他

の方法により行うものとする。 

 

[[ⅤⅤ]]    工工事事請請負負契契約約書書（（契契約約約約款款））  

        第第 1133 条条  （（工工事事材材料料のの品品質質及及びび検検査査等等）） 

  工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書

にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において発注者又は監督員の検査を受けて使用する

ものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用し

なければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受

注者の負担とする。 

３ 発注者又は監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞

なくこれに応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで

工事現場外に搬出してはならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、受注者は、第２項の検査の結果不合格と決定

された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。 

 

[[ⅥⅥ]]    標標準準仕仕様様書書  

    １１    「「東東京京都都土土木木工工事事標標準準仕仕様様書書」」  

        ２２．．１１．．３３  工工事事材材料料のの検検査査  

    ２２    「「東東京京都都建建築築工工事事標標準準仕仕様様書書」」  

        １１．．４４．．４４  材材料料のの検検査査等等  

    ３３    「「東東京京都都電電気気設設備備工工事事標標準準仕仕様様書書」」  

        １１．．４４．．４４  機機材材のの検検査査等等  

    ４４    「「東東京京都都機機械械設設備備工工事事標標準準仕仕様様書書」」  

        １１．．１１．．４４．．５５  機機材材のの検検査査等等

２６ ２７
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材料検査実施基準の位置づけ  

       

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第 234 条の２（契約の履行の確保） 

地方自治法施行令第 167 条の 15 

（監督又は検査の方法） 

大田区契約事務規則 

第 64 条規程 

大田区検査事務規程 

第 23 条規程 

検 査 の 技 術 的 基 準 

大田区材料検査実施基準 

技 

術 

的 

基 

準 

地方公共団体の職員は政令の定める

ところにより、契約の適正な履行を確

保するため又はその受ける給付の完

了の確認をするため必要な監督又は

検査をしなければならない。 

検査は、契約書、仕様書及び設計書そ

の他の関係書類に基づいて行わなけ

ればならない。 

検査員は契約の相手方がその給付を

行うために使用する材料について契

約書、仕様書及び設計書その他の関係

文書に基づき、その内容及び数量につ

いて検査を行わなければならない。 

(検査の種類) 
・完了検査   支払いを伴う検査 
・既済部分検査 
・清算検査 
・中間検査   支払いを伴わない検査 
・材料検査 

(材料検査の方法) 
・品質検査  ・試験を行う検査 
       ・確認による検査 
       ・照合による検査 
 
・数量検査  ・検量による検査 
       ・出来形による検査 

理化学試験項目、採取基準等について

詳細に定めたもの 

・特記仕様書 
・土木材料仕様書 
・東京都土木工事標準仕様書、東京都建築工事標準仕様書、 
 東京都電気設備工事標準仕様書、東京都機械設備工事標準仕様書等に 
 記載するＪＩＳ，ＪＡＳその他各種の規格類 
・土木工事施工管理基準 
・鋼けた製作に係わる社内検査実施要領 
・アスファルト混合物事前審査制度実施要領 
・その他 
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参参考考－－２２ 

 

 

 

 

承承諾諾申申請請書書等等提提出出要要領領 
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 ３１ 

材材料料承承諾諾申申請請書書等等提提出出要要領領  
 

制定 平成 14 年４月１日   土計発第４２４号 

改定 平成 25 年４月１日 25 都建発第 11580 号 

 

１１．．材材料料承承諾諾申申請請書書のの提提出出  

 （1) 「材料検査実施基準」の別表－１において、「提出書類の区分」欄のうち「承諾」の欄に

○を付した材料は、承諾申請書を提出する。 

 （2) 「材料検査実施基準」の別表－２～３において、「検査の方法」欄のうち「照合」以外の

の欄に○を付した材料は、承諾申請書を提出する。 

 （3) 「材料検査実施基準」第３条第２項の規程に基づき、同基準の別表－１～３に定めのない

材料については、検査員と監督員が協議して定めることとしているが、その協議の結果検査

を行うこととなった検査員又は監督員が必要と認める場合は、承諾申請書を提出する。 

 （4) 「土木工事施工管理基準」の品質管理基準に承諾申請書を提出することが定められている

材料については、承諾申請書を提出する。 

 （5) 承諾申請書の様式は「受注者等提出書類処理基準」別記様式工第 110 号（承諾申請書）に

よる。 

 

２２．．監監督督員員資資料料のの提提出出  

 （1) 「材料検査実施基準」の別表－１において、「提出書類の区分」欄のうち「監督」の欄に

○を付した材料は、監督員資料を提出する。 

 （2） ｢材料検査実施基準」第３条第２項の規程に基づき、同基準の別表－１～３に定めのない

材料については、検査員と監督員が協議して定めることとしているが、その協議の結果検査

を行うこととなった検査員又は監督員が必要と認める場合は、監督員資料を提出する。 

    なお、監督員資料は土木工事のみ提出する。 

 （3） 監督員資料の様式は「受注者等提出書類処理基準」別記様式工第 138 号（監督員資料提

出届）による。 

 

３３．．そそのの他他のの資資料料のの提提出出  

 （1) 土木工事においては、「材料検査実施基準」の別表－１に記載された材料で、承諾申請書

又は監督員資料の提出対象になっていないものについても、同基準第７条第１項の規程に基

づき、材料検査に必要な資料を提出する。 

    なお、この場合においても、使用材料が大量な場合や施工管理状況等により監督員が必要

と認める場合は、適宜、承諾申請書、監督員資料の提出を求めるものとし、以下の例のよう

な場合に適用する。 

    ① 通常使用される材料の量に比べて、大幅に多量の材料が使用される場合 

    ② 受注業者の施工管理体制等により、事前に使用材料の確認が必要な場合 
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    ③ 材料（石材）等の産地の指定があり、事前に材料の産地の確認が必要な場合 

 （2） ｢土木工事施工管理基準」の品質管理基準において、各種資料の提出が定められている材

料については、同基準に定める様式に基づき必要な資料を提出する。 

 

４４．．承承諾諾申申請請書書等等のの提提出出のの参参考考ととすするる資資料料  

  「材料検査実施基準」及び「土木工事施工管理基準」に定めのない材料について、承諾申請書

又は監督員資料の提出の有無についての判断資料とするため、下記項目について事前に施工計

画書に明示するなど、検査員又は監督員に報告することを求める。 

 （1） メーカー名又は使用工場名（ＪＩＳ認定工場の写しの添付） 

 （2） ＪＩＳ規格の二次製品（ＪＩＳ許可書の写しの添付） 

 （3） その他必要な資料 

 

５５．．承承諾諾申申請請書書のの添添付付書書類類  

承諾に必要な構造図、構造計算書、試験成績表等の書類を添付する。 
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    材材料料承承諾諾申申請請書書等等提提出出分分類類図図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発注工事使用材料 

「材料検査実施基準」及び「土木

工事施工管理基準」に定めのある

もの 

「材料検査実施基準」及び「土木

工事施工管理基準」に定めのない

もの 

承諾申請書の

提出対象 
監督員資料の

提出対象 
その他の資料

の提出対象 
特記仕様書に定め

のあるもの 
特記仕様書に定め

のないもの 

①土木工事の

みに適用す

る。 
②材料検査実

施基準の別表

－１で｢承諾｣

若しくは「監

督」の欄が空

欄のもの。 
③土木工事施

工管理基準の

品質管理基準

で各種の書

類、資料提出

対象のもの。 
④材料検査実

施基準の別表

－１の検査省

略対象は除

く。 

①材料検査実

施基準の別表

－１で｢承諾｣

に○を付した

もの。 
 
②材料検査実

施基準の別表

－２～３で

｢照合｣以外の

対象品目。 
③土木工事施

工管理基準の

品質管理基準

で承諾申請書

の提出対象の

もの。 

①土木工事の

みに適用す

る。 
②材料検査実

施基準の別表

－１で｢監督｣

に○を付した

もの。 

提出を指定さ

れた承諾申請

書、監督員資料

等を提出する。 

検査員と監督

員が協議のう

え定める。 

協議結果に基づき、

検査員又は監督員い

ずれかの指示により

承諾申請書、監督員

資料、その他の資料

等を提出する。 
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参参考考－－３３ 

 

 

 

 

鋼鋼けけたた製製作作にに係係わわるる社社内内検検査査実実施施要要領領 
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 ３７ 

鋼鋼けけたた製製作作にに係係わわるる社社内内検検査査実実施施要要領領  

 

制定 平成 14 年４月１日   土計発第４２５号 

改定 平成 25 年４月１日 24 都建発第 11581 号 

改定 平成 30 年４月１日 29 都都発第 12038 号 

   改定 令和 ４年４月１日 ３都都発第 13035 号 

 

（目的） 

第１ この要領は、大田区の所掌する鋼けた製作について、大田区と契約を結んだ受注業

者（以下「受注者」という。）の責任において実施する検査（以下「社内検査」とい

う。）に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ効率的な施工を行い、品質及

び出来形の確保を図ることを目的とする。 

 

（対象工事） 

第２ この要領は、鋼けた製作工事を対象とする。 

 

（社内検査員） 

第３ 社内検査を行う者（以下「社内検査員」という。）は、下記条件を全て満たす技術

者であるものとする。ただし、区の承諾を得た場合は、この限りではない。 

①  当該工事の受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する技術者であること。 

②  当該工事には直接関係しない技術者であること。 

③  技術士又は１級土木施工管理技士の資格を有する技術者であること。 

④  鋼けた製作・架設工事の監督、検査の経験が通算 10 年以上あること。 

 ２ 受注者は、社内検査員を定めた場合、書面（別記様式工第２号）によりその氏名、

資格、経験及び経歴を監督員に通知するものとし、この者を変更したときも同様とす

る。 

 

（社内検査の方法） 

第４ 社内検査は、工場において行うものとし、契約図書及び関係図書に基づき、品質、

出来形及び写真管理はもとより、製作全般にわたり行うものとする。 

 

（社内検査の実施） 

第５ 社内検査の実施時期については、社内検査員が鋼けた製作過程において必要と認め

る時期及び、区検査員及び材料検査を行う監督員（以下「検査職員」という。）が行

う検査（完了、既済部分、中間、清算、材料）の事前に行うものとする。 

 ２ 社内検査は、土木材料仕様書、施工管理基準等に基づき品質、出来形及び写真管理

について、実施するものとする。 
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 ３８ 

 

（検査時の立会い） 

第６ 原則として、社内検査員は、検査職員が行う検査（完了、既済部分、中間、清算、

材料）に立会うものとする。 

 

（社内検査結果の提出） 

第７ 受注者は、社内検査の結果を検査職員が行う検査時に別途定める品質確認書として

提出するものとする。様式は、別紙様式－１とし、添付する「別紙検査表」の様式は

各社の様式とする。 

 

（特記仕様書への記載） 

第８ 大田区所握の鋼けた製作に係わる社内検査指定工事の特記仕様書への記載は下記例

を参考とする。 

 

 

 

 

 

 

 

  （品質確認書の提出） 
１ 受注者は、本工事の適正かつ効率的な施工を行い、品質及び出来形の確保を図るため

検査時に品質確認書を提出しなければならない。 
２ 品質確認書は、社内の検査員（以下「社内検査員」という。)が工事施工途中におい

て必要と認める時期及び検査（完了、既済部分、中間、清算、材料）の事前に行う社内

検査に基づき作成するものとする。 

３ 社内検査は、契約図書及び関係図書に基づき品質、出来形及び写真管理はもとより、

製作全般にわたり確認するものとする。 

４ 社内検査員は当該工事に直接関係しない技術者とする。原則として、社内検査員は、

検査職員が行う検査（完了、既済部分、中間、清算、材料）に立ち会うものとする。 

５ 社内検査員は鋼けた製作・架設工事の監督、検査の経験が通算 10 年以上あり、かつ

技術士もしくは１級土木施工管理技士のいずれかの資格を有するものとする。ただし、

監督員の承諾を得た場合は、この限りではない。 

６ 受注者は、社内検査員を定めた場合、書面により氏名、資格、（資格証明の写しを添

付）、経験及び経歴書を監督員に提出するものとする。社内検査員を変更した場合も同

様とする。 

特記仕様書記載例 
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（検査の実施） 

第９ 検査職員による検査は、本要領第７に定める品質確認書をもとに、別紙「検査職員

による鋼けた製作検査方法一覧」に基づき、検査を行うものとする。 

２ 請負者は検査職員による各検査が完了した後、次の製作工程に移ること。 

   ただし、検査職員の了承を得た場合は、この限りではない。 

３ 原寸、材料、塗膜の工場における検査は社内検査員が行うものとし、検査職員によ

る検査は、事務所、工事現場（塗装を仮組み時に行う場合は工場）で行うものとする。 

 

（施行） 

第 10 本要領は、平成 30 年４月１日より施行する。 
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社社内内検検査査指指定定鋼鋼けけたた製製作作にに関関すするる各各種種検検査査等等のの取取扱扱いい  

 

社内検査は、従来より受注者が自主的に行っているものであるが、その制度化は、受注

者の自己責任による工事の品質の確保を一層明確にするとともに発注者の行う各種検査の

省力化、効率化を図るものである。 

検査の実施にあたり、検査職員は、原則として社内検査員の立会いを求め、以下の点に

留意し取扱うものとする。 

 

１１  原原寸寸検検査査  

各部材のとりあい関係や施工上の支障の有無等がＮＣデータ等の資料により確認できる

場合は、床書き等による確認を省略することができる。 

 

２２  材材料料検検査査  

材料検査の実施にあたっては、日程等を調整するため、事前に使用材料の製造工場名、

搬入時期、使用時期等を記入した一覧表を検査の執行区分別に受注者から提出させること

とする。 

検査は、社内検査の資料及び状況写真等を添付した品質確認書による検査を基本とする。 

 

３３  塗塗膜膜検検査査 

塗膜検査は、事前に品質確認書を提出させ、社内検査員の立会いのうえ、原則として工

事現場で行うものとする。 

 

４４  仮仮組組みみ検検査査  

仮組み検査は、事前に品質確認書を提出させ社内検査員の立会いのうえ行う。 

なお、仮組みに係わる材料は、材料検査に合格したものを使用するものとする。 

 

５５  関関係係図図書書  

鋼けた製作に係わる社内検査実施要領の第４ 「社内検査の方法」の記述内容のうち関

係図書とは、以下のとおりである。 

土木材料仕様書、材料検査実施基準、道路橋示方書・同解説（共通編・鋼橋編）鋼道路

橋施工便覧、鋼道路橋塗装便覧  等 
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検検査査職職員員にによよるる鋼鋼けけたた製製作作検検査査方方法法一一覧覧  

検査の種類 根拠となる基準等 検査職員区分 検査方法 

原寸検査 土木工事標準仕様書 監督員 

[事務所にて書類

検査] 

下記①もしくは②の方法によ

り行われた原寸社内検査の品

質確認書をもとに、書類検査。 

①  N/C データ等による検査 

提出された N/C データ等

の資料 

②  床書き検査 

工場における、床書き 

材料検査 検査事務規程 

材料検査実施基準 

監督員 

[事務所にて書類

検査] 

材料社内検査の品質確認書を

もとに、書類検査。 

塗膜検査 検査事務規程 

検査の技術的基準 

検査員 

[仮組検査時もし

くは現場搬入時] 

塗装社内検査の品質確認書を

もとに、仮組検査時、もしくは

現場搬入時に臨場による確認

検査を行う。 

仮組検査 検査事務規程 

検査の技術的基準 

検査員 

 

仮組社内検査後、従来どおりの

臨場による工場検査を必要回

数行う。 
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制制度度ににつついいてて 
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アスファルト混合物事前審査制度実施要領 

 

制定 平成 10 年４月 1日   土土発第 247 号 

改定 平成 25 年４月１日 24 都建発第 11582 号 

改定 平成 28 年４月１日 27 都建発第 11700 号 

改定 平成 30 年４月１日 29 都都発第 12039 号 

 

 

１ アスファルト混合物事前審査制度の目的と適用 

  本制度は、工事の発注単位ごとに行われているアスファルト混合物（再生アスファルト混合物を含む）の

品質を審査機関が事前に審査し、これを認定することによって各工事ごとの基準試験及び書類の提出

等を一部省略して、書類の内容チェック及び承諾等に関する監督業務を簡素化し、現場業務の改善を

図ることを主な目的として実施する。 

 本制度は、認定を受けた混合所の認定混合物を使用する工事について適用するものとする。 

 なお、認定を受けていない混合物については、従来どおりの扱いとする。 

 

２ 品質管理の方法 

  事前審査で認定を受けたアスファルト混合物を使用する場合の品質管理は、別途定める「アスファルト

混合物事前審査制度における品質管理基準」（大田区）により、以下のとおり行う。 

（１）工事の受注者は、事前審査制度により認定を受けた混合物を工事に使用する場合は、工事ごとの

基準試験及び承諾書類（骨材及びアスファルト、混合物の配合設計及び基準密度等）の提出に換

えて、認定証の写しを監督員に提出するものとし、監督員は認定証の写しにより使用する混合物の

品質を確認するものとする。 

（２）混合物の製造プラント（以下「プラント」という。）における品質管理（骨材の粒度及び加熱温度、ア

スファルトの溶解温度、混合物の骨材粒度及びアスファルト量等）については、プラントの自主管理

とし、原則として記録の提出は不要とする。 

（３）現場における品質管理（コア抜き取りによる抽出試験、搬入舗設状況管理、密度試験、ホイールト

ラッキング試験等）については、従来どおり行う。 

 

３ 認定証の発行 

  認定証は、別紙のとおり混合所単位に認定混合物を特定して発行される。 

 その発行は、アスファルト混合物の事前審査を行う機関として国土交通省関東地方建設局長が指定

（平成29年４月～平成33年３月）した機関の「アスファルト混合物事前審査委員会（事務局；一般社団法

人日本道路建設業協会関東支部）」の長が行い、有効期限は発行日から１年間である。 

 

４ 特記仕様書の明示 

  アスファルト混合物を使用する工事を発注する時は、特記仕様書に下記の記載例により明示する。 

    ［特記仕様書記載例］ 

 

５ 施  行 

本実施要領は平成 30 年４月１日より施行する。 

 

 

 

［アスファルト混合物及び再生アスファルト混合物］ 

 受注者は、本工事に使用するアスファルト混合物及び再生アスファルト混合物について、「ア

スファルト混合物事前審査」の認定を受けた混合所の認定混合物を使用する場合は、認定証

の写しを監督員に提出するものとし、この場合の品質管理は「アスファルト混合物事前審査制

度における品質管理基準」（大田区）によるものとする。 
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アスファルト混合物事前審査制度における品質管理基準 

１ アスファルト混合物                                              （大田区） 

工種  試験(測定)項目 試験方法 管理基準 検査確認方法 
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処
理
混
合
物
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�
混
合
物
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�
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合
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上

層

路
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基

層

工

�

表

層

工 
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料 

骨 
 

 
 

材 

・比重及び吸水率 

(単粒度砕石の場合のみ必要) 

・すりへり減量 

(単粒度砕石の場合のみ必要)試験 

・そ性指数（ＰＩ） 

(ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽの場合のみ必要) 

 

・粒度 

便 2-A001,002 

 

便 2-A005 

 

便 4-F005 

 

便 2-A005 

 

 

 

 
 

事前に審査 

 

 

 

 

認定証(写) 

により確認 

�
�
�
� 

・水分 

・比重 

・粒度 

便 2-A010 

便 2-A001 

便 2-A009 

 

事前に審査 

認定証(写) 

により確認 

石
油 

 

�
�
�
�
�
�
類 

・針入度 

・軟化度 

・伸度 

・三塩化ｴﾀﾝ可溶分 

・引火点 

・薄膜加熱質量変化率 

・薄膜加熱針入度残留率 

・蒸発後の針入度比 

・蒸発質量変化率 

・粘土(動粘度又はｾｲﾎﾞﾙﾄﾌﾛｰﾙ秒) 

・密度 

・ﾀﾌﾈｽ・ﾃﾅｼﾃｨ 

・粘度比(60℃) 

便 2-A041 

便 2-A042 

便 2-A043 

便 2-A044 

便 2-A045 

便 2-A046 

便 2-A046 

便 2-A048 

便 2-A047 

便 2-A050 

便 2-A049 

便 2-A057 

便 2-A051 

 

 

 

 

 

 

事前に審査 

 

 

 

 

 

 

認定証(写) 

により確認 

混 
 

合 
 

物 

・混合物の配合設計 

 

・混合物の密度(基準密度) 

 

舗装施工便覧 

 
便 3-B008 
土木材料仕様書 

事前に審査 

〃 

認定証(写) 

により確認 

・骨材の粒度 

・骨材の加熱温度 

・ｱｽﾌｧﾙﾄの溶解温度 

・混合物の骨材粒度及び 

ｱｽﾌｧﾙﾄ量 

・混合物の密度 

・混合物の温度 

便 2-A003 

 

 
便 2-A003 

便 4-G028、便 4-G029 

便 3-B008 

 

 

｢土木工事施工

管理基準｣によ

る 

 

プラントの 

自主管理 

＊注１ 施工時における品質管理は｢土木工事施工管理基準｣による。 

＊注２ 工事監督員の指示があった場合には、プラントにおける骨材等の計量自記印字記録データおよ

び管理表等の自主管理記録を提出するものとする。 

＊注３ 便：舗装調査、試験法便覧（（公社）日本道路協会） 
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アスファルト混合物事前審査制度における品質管理基準 

２ 再生アスファルト混合物                                           （大田区） 

工種  試験(測定)項目 試験方法 管理基準 検査確認方法 
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料 

再
生
骨
材 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出後の骨材粒度 

 

・旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量 

・旧ｱｽﾌｧﾙﾄの針入度 

 

・洗い試験で失われる量 

便 2-A003 

 
便 4-G028、便 4-G029 

便 2-A041、ASTMD1856 

 

 

 

 

事前に審査 

 

 

認定証(写) 

により確認 

再
生
用 添

加
剤

・動粘度(60℃) 

・引火点 

・薄膜加熱後粘度比 

・薄膜加熱質量変化率 

ＪＩＳ Ｋ 2283 

ＪＩＳ Ｋ 2265 

ＪＩＳ Ｋ 2283 

ＪＩＳ Ｋ 2207 

 

事前に審査 

 

認定証(写) 

により確認 

再
生 

石
油
�
�
�
�
�
� 

・針入度 

・軟化度 

・伸度 

・三塩化ｴﾀﾝ可溶分 

・引火点 

・薄膜加熱質量変化率 

・薄膜加熱針入度残留率 

・蒸発後の針入度比 

・蒸発質量変化率 

・粘土(動粘度又はｾｲﾎﾞﾙﾄﾌﾛｰﾙ秒) 

・密度 

・ﾀﾌﾈｽ・ﾃﾅｼﾃｨ 

・粘度比(60℃) 

便 2-A041 

便 2-A042 

便 2-A043 

便 2-A044 

便 2-A045 

便 2-A046 

便 2-A046 

便 2-A048 

便 2-A047 

便 2-A050 

便 2-A049 

便 2-A057 

便 2-A051 

 

 

 

 

 

 

事前に審査 

 

 

 

 

 

 

認定証(写) 

により確認 

混 
 

合 
 

物 

・混合物の配合設計 

・混合物の密度(基準密度) 

舗装再生便覧 

土木材料仕様書、便 3-B008 

 

 

事前に審査 

認定証(写) 

により確認 

・旧ｱｽﾌｧﾙﾄ含有量 

・旧ｱｽﾌｧﾙﾄの針入度 

 

・洗い試験で失われる量 

・再生混合物の骨材粒度及びｱｽﾌｧﾙﾄ量 

 

・再生混合物から回収した再生ｱｽﾌｧﾙﾄ量の針入度 

 

・再生骨材使用率 

・混合物の密度 

・混合物の温度 

便 4-G028、便 4-G029 

便 2-A041、ASTMD1856 

 
舗装再生便覧 

便 4-A003、便 4-G028、 

便 4-G029 

便 2-A041、ASTMD1856 

 

 
便 3-B008 

土木材料仕様書 

 

 

 

｢土木工事施工

管理基準｣によ

る 

 

 

 

プラントの 

自主管理 

＊注１ 施工時における品質管理は｢土木工事施工管理基準｣による。 

＊注２ 工事監督員の指示があった場合には、プラントにおける骨材等の計量自記印字記録データおよ

び管理表等の自主管理記録を提出するものとする。 
＊注３ 便：舗装調査、試験法便覧（（公社）日本道路協会） 

４７



 

  ４８ 

〔参考〕    アスファルト混合物事前審査制度との比較 

工事の契約 

工事の施工 

基準試験 
 

使用材料承諾書 
配合報告書 

 

・砕石：粒度 
・ｱｽﾌｧﾙﾄ：物理性状 
・混合物：ﾏｰｼｬﾙ安定度 
     ｱｽﾌｧﾙﾄ量 
     基準密度 

出来形・品質管理 

・材料の試験報告 
・ｱｽﾌｧﾙﾄの温度、粘度 
・密度、安定度～ｱｽﾌｧﾙﾄ量 

・試験・測定の実施 
・作業標準によるチェック 

検 査 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ量 
・粒度 
・締固め度 
・動的安定度(DS) 
・厚さ 
・施工面積等出来形 

工事の契約 

工事の施工 

事前に審査し認定 

・砕石：粒度 
・ｱｽﾌｧﾙﾄ：物理性状 
・混合物：ﾏｰｼｬﾙ安定度 
     ｱｽﾌｧﾙﾄ量 
     基準密度 

基準密度 

事前審査認定証(写)提出 

配合 
・材料の試験 
・ｱｽﾌｧﾙﾄの温度、粘度 
・密度、安定度～ｱｽﾌｧﾙﾄ量 

出来形・品質管理 

・試験・測定の実施 
・作業標準によるﾁｪｯｸ 

検 査 

・ｱｽﾌｧﾙﾄ量 
・粒度 
・締固め度 
・動的安定度(DS) 
・厚さ 
・施工面積等出来形 

＊ 

各工事ごとに使

用するｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物及び使用

材料の試験をプ

ラントで行い承諾

書を提出。 

 

＊ 

プラントで製造す

る混合物ごとに事

前審査により、品

質を保証する。 

各工事ごとの試験

は認定書の確認

により省略。 

 

＊ 

従来どおりの

品質・施工管

理を行う。 

 

事前審査制度以外のアスファルトにおける品質管理の流れ 事前審査制度における品質管理の流れ 

基準密度報告書 
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委委員員長長      ○○  ○○    ○○  ○○  

○○○○○○○○((株株))△△△△工工場場  

アアススフファァルルトト混混合合物物事事前前審審査査委委員員会会  

（別紙 例） 

工工場場長長    □□  □□  □□  □□  殿殿  

平平成成３３００年年  ３３月月  ８８日日  

平平成成３３００年年  ４４月月  １１日日  ～～  平平成成３３１１年年  ３３月月３３１１日日  
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○○○○○○○○((株株))△△△△工工場場  

平平成成3300 年年0044 月月0011 日日  ～～  平平成成3311 年年0033 月月3311

平平成成3300 年年0044 月月  

  

事事前前審審査査アアススフファァルルトト混混合合物物（（新新規規混混合合物物））総総括括表表  
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